
建設業法による変更届等の手引

（事業年度終了届編）

令和７年４月

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課
建設業・不動産業室

＜提出先、問い合わせ先は、裏面をご覧ください。＞

　　　　　※ この手引は愛知県知事許可用に作成しております。

　　　　国土交通大臣許可については、中部地方整備局にお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　→　 ＴＥＬ（０５２）９５３－８５７２　 https://www.cbr.mlit.go.jp/

◎ 申請の際は、この手引を熟読のうえ、書類を作成してください。

この手引は、建設業の許可を申請する方及び変更届を提出する方のために、

建設業法に基づく許可の基準や申請の手続などをまとめたものです。法律の

趣旨を十分ご理解のうえ、この手引を参考に手続を行ってください。

「建設業許可に関するよくある質問と回答」を

併せてご確認ください！



区分 所管する部所 電話番号

県庁（自治センター２階）

都市・交通局都市基盤部都市総務課
建設業・不動産業室

　〒460-8501
　名古屋市中区三の丸３－１－２

尾張建設事務所（三の丸庁舎５階）

　〒460-0001

　名古屋市中区三の丸２－６－１

一宮建設事務所

　〒491-0053

　一宮市今伊勢町本神戸字立切１－４

海部建設事務所（海部総合庁舎６階）
　〒496-8533

　津島市西柳原町１－１４

知多建設事務所

　〒475-0828

　半田市瑞穂町２－２－１

西三河建設事務所（西三河総合庁舎６
階）

　〒444-0860

　岡崎市明大寺本町１－４

知立建設事務所

　〒472-0026

　知立市上重原町蔵福寺１２４

豊田加茂建設事務所

　〒471-0867

　豊田市常盤町３－２８

新城設楽建設事務所

　〒441-1354

　新城市片山字西野畑５３２－１

東三河建設事務所

　〒440-0801

　豊橋市今橋町６

0564-27-2745

知
　
　
事
　
　
許
　
　
可

名古屋市の区域

主たる営業所の所在地

瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭
市、豊明市、日進市、清須市、北名
古屋市、長久手市、愛知郡及び西春
日井郡の区域

052-961-4409
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、
岩倉市及び丹羽郡の区域

0586-72-1465

052-954-6503

新城市及び北設楽郡の区域

0536-23-5111

津島市、愛西市、弥富市、あま市及
び海部郡の区域

許可申請書類の提出先、問い合わせ先

豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市
の区域

0532-52-1312

碧南市、刈谷市、安城市、知立市及
び高浜市の区域

0566-82-3114
豊田市及びみよし市の区域

0565-35-9312

0567-24-2141
半田市、常滑市、東海市、大府市、
知多市及び知多郡の区域

0569-21-3233
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域



事業年度終了届は、毎事業年度経過後４ヶ月以内に提出してください。

（根拠法令：建設業法第１１条第２項）

建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）を用いて届け出る場合は、

建設業許可申請の手引き（申請手続き編）P５４もご確認ください。

個人
事業主

法人

表紙 ○ ○

経営事項審査を
申請しない場合

３～４ページ

経営事項審査を
申請する場合

４～１１ページ

直前３年の工事施工金額 ３号 ○ ○

15号 ○

18号 ○

16号 ○

19号 ○

株主資本等変動計算書 17号 ○

注記表 17号の２ ○

事業税納税証明書
（納付すべき額及び納付済額の記載のある証明書）

県税事務所
発行のもの

○ ○

事業報告書（写し可） 任意様式 株

附属明細表 17号の３ △

使用人数 ４号

定款又は議事録

健康保険等の加入状況（従業員数欄の変更の場合の
み）
※加入状況の変更は２週間以内に提出してください

７号の３

株 ： 株式会社のみ添付

△ ： 株式会社で、資本金が１億円を超えるもしくは直前の貸借対照表の負債合計が２００億円以上の場合のみ添付。

　　　金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、

１９，２０ページ

工事経歴書　※

貸借対照表

提出部数　：　正本１部　及び　副本１部の計２部（副本は写し可。）

記載例

２ページ

○

９ページ

１０～１２ページ

２号 ○

　　　有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができます。

２１ページ

建設業許可申請の手引
（申請記載例編）参照

建設業許可申請の手引
（申請記載例編）参照

変更があれば
同時に提出すること

損益計算書

１３，１４ページ

１６～１８ページ

建設業許可申請の手引
（申請記載例編）参照

１５ページ

※　「工事経歴書」に記載を要する完成工事の範囲については、経営事項審査を受ける方と受けない方で
　　　異なりますので必要な範囲を記載してください（３～８ページ参照）。

※　建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）を用いて提出する際に、経営事項審査を受ける
　　方は、「経営事項審査 受審の有無」をシステム上で入力して提出するようにしてください。

事業年度終了届 添付書類

事業年度終了届について

表紙は電子申請システムで届け出る場
合も必ず添付してください。
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令和

連絡先

所属等 氏名 電話番号

ファックス番号

事 業 年 度 終 了 届 出 書

令和 7 年 5

愛 知 県 知 事
般
－ 2 12345許可（ ） 第

特

月

月 10 日

号

日許可

日許可

土木 2 12 3工事業 令和

とび・土工 4 1 13工事業 令和 年 月

年

愛 知 県 知 事 殿

〒 460 － 0001

所 在 地 名古屋市中区三の丸二丁目３番２号

自治ビル２０１号室

商号又は名称 （株）愛知工務店

代表者氏名 代 表 取 締 役 愛 知 太 郎

月

法 人 番 号 １００００２０２３０００６

1 7 日まで）が1月 日から令和 年22 6 2期・令和 31

特 」 については、不要なものを消すこと。

経営規模等評価申請を予定する方は、「経営事項審査を申請する」欄に「○」を付してください。

終了したので、別添のとおり関係書類を提出します。

経営事項審査を申請する ○

記載要領

「 般

事業年度（第 年

日許可舗装、塗装 6 5 1工事業 令和 年 月

事業年度終了届出書の記載例

不要の文字を消
します。

届出書提出時
点で有効な許可
を受けている業
種を書きます。
廃業した業種は
記載しません。

主たる営業所の
所在地を記載し
ます。ビル名等
がある場合は続
けて記載します。

事業年度経過後
4ヶ月以内に提出

許可番号を記
入します。
有効な許可年
月日が複数あ
る場合は、最も
古いものを記入
します。

また、許可の更
新手続きの完
了直後に事業
年度終了届出
書を提出する
場合で、新しい
許可年月日が
到来していない
場合は、従前の
許可年月日を
記入します。

決算の期及び
期間を記入しま
す。

個人の方の期
間は、1月1日か
ら12月31日まで
です。
個人の方は、決
算の「第 期」は
記入しません。

経営事項審査を
申請する方は、
欄内に「○」を付
し、提出窓口に
その旨申し出て
ください。

「○」を付さない
場合、職員は、
経営事項審査申
請についての意
思確認を行いま
せんのでご注意
ください。

行政書士の
代理申請の
場合は、申請
者名等を記載
し、その下に
代理人の住
所・職氏名を
記載しします。

届出書提出時点
の内容を記載し
ます。

個人事業の方は
記入しません。

事業年度終了届を作成した方又は記載内容に係る質問等に応答できる方について記載します。

○行政書士の代理・代行の場合

「所属等」…行政書士事務所名（行政書士名） 「氏名」…行政書士名又は補助者名 「電話番号「ファックス番号」…行政書士の連絡先

○上記以外の場合

「所属等」「氏名」…課等がある場合はその所属と担当者氏名、課等が無い場合は商号又は名称と担当者氏名

「電話番号」「ファックス番号」…課等に直通の番号がある場合はその番号、それ以外は申請者の番号

※個人の携帯や自宅の番号は記入しないでください。

行政書士による代理・代行申請の場合は、必ず行政書士職印（所属する行政書し
会に届け出たもの）を押印してください。（行政書士法施行規則第９条２ 項及び第
11 条）

電子申請システムで届け出る場合
も必ず作成、添付してください

届出日を記入
します。
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様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）
工 事 経 歴 書

（建設工事の種類） とび・土工・コンクリート 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 千円

件 千円 千円

静岡県浜松市
ほか

千円

〃

〃

愛知県
一宮市

豊橋川改修工事の内掘削工事

年

年千円

25,000レ
(11,000 )

千円一宮二郎

8,000

愛知県
名古屋市

〃

〃
千円

令和

令和 6

Ｃ邸改築工事の内
足場仮設工事

仙台ストア駐車場車止め設置工事

一般国道９９号線道路新設工事
の内法面処理工事

年千円 月

年

令和

千円 月

月三の丸次郎

11

千円

千円

令和 6 年 2
静岡県 〃

一般県道１号線交通安全施設工
事（防護柵設置工事） 千円 千円

月6 年

6

（株）九州道路 〃
令和

一般国道１００号線道路改良
工事の内はつり工事 尾張太郎

6,000四国産業（有） 下請 レ

令和千円

月6 年 7千円

令和 6

6 年 2 月

10 月年

月

レ

2
レ

令和 6 年

月

年

千円 千円

月

6

千円

年 11

千円 令和

尾張建設（株） 〃

Ａ 元請 レ

海部次郎

知立六郎

工　　期

13,600

注文者 工　事　名

愛三建築（株） 〃

（株）上田工業

豊田建設（株） 下請 錦住宅敷地盛土及び基礎工事

知多土建（株） 〃

元請
又は
下請
の別

愛三建築（株） 下請
栄ビル新築工事の内

くい打工事

（株）上田工業本社工場フェンス
設置工事

元請

愛知太郎

愛知県
名古屋市

請負代金の額
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

JV
の
別

配置技術者
主任技術者又は監理技術者の別
（該当箇所にﾚ印を記載）氏　名

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

9,000

東京都
千代田区 名古屋三郎

半田五郎
レ

千円

丸の内ビル新築工事の内
外構工事

千円

千円

岐阜県
岐阜市

月

年 10

3

月

年 3 月

年 12 月

6

令和 6

令和 6

千円

令和 6

千円 月

令和

月

令和

千円

7,000

2

令和 年 12

着工年月 完成又は
完成予定年月

年 3 月

令和 6 年 11 月

令和 7

令和 7 年 3 月

令和 6 年 9 月

令和 7 年 1 月

令和 6 年 5 月

令和 6 年 2 月

令和 年 月

令和 年 月

千円 令和 年 月令和

うち　元請工事

4,000

千円

1,000,000
(515,000 )

10,000

千円

千円 千円

千円 千円

20,600

レ

小計

7,000

うち　元請工事

35,000 0

6,000588,600

合計 200 980,630

10

岡崎三男

豊橋七男

新城八朗

5,000

レ

レ
千円

レ

6,000

①
完
成
工
事

工事経歴書 （経営事項審査申請をされる方は記載方法が異なります。４～８ページ及び「経営事項審査申請等の手引」を参考に記載してください。）

届出書提出時点で有効な許可
を受けている建設工事の種類
を書きます。
種類がいくつかある場合は、
各々別用紙に書きます。「該
当工事なし」の種類が複数ある
場合には、その種類を列記し、
一枚に集約することができます。
許可を受けている建設工事以
外の建設工事について実績が
ある場合は、「その他」と書
きます（次葉参照）。

元請とは施主から直接受注し
たもの、下請とは他の建設業
者が請け負った工事の一部を
請け負ったものをいいます。

１． 工事は、申請する日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完成工事」という。）を書きます。

２． 年間完成工事高（保守点検や維持管理業務（例、樹木の剪定）など、役務の提供にあたる業務は工事には該当しない）の60％を超えるまで、又は、10件までのどちらか

少ない件数を請負金額の大きい順に書きます。

３． 工事実績がない場合は、「該当工事なし」と書きます。

請け負った一つの契約ごとに、
請負契約の相手方の商号又は
名称を書きます。

それぞれの完成工事について、

着手月において許可を有して

いた業種の場合は、配置技術

者（建設業法第26条により置

かれた主任技術者または監理

技術者）の氏名を記載します。

途中で技術者の交代があった

場合は、それぞれの氏名を記

載します。

また、該当する技術者の欄に
「レ」を付します。

監理技術者補佐を置いた場合
又は特定専門工事に該当し主
任技術者を配置しなかった場合
はその旨を記載すること。

甲型ＪＶの場合は、請負代金の額
に出資割合を乗じて得た額を、乙
型ＪＶの場合は、運営委員会で定
めた分担工事額を記載します。

着工年月は契約書の着
工日ではなく、実際に
工事に着手したときを
書きます。完成年月は
引渡したときを書きま
す。

請負代金の額を千円単

位（端数切捨）で書き

ます。この請負代金に

ついては、変更契約が

ある場合は、変更後の

金額を書きます。

また、工事進行基準を

採用している場合には、

当該工事進行基準が適

用される完成工事につ

いて、その完成工事高

を括弧書で付記します。

土木一式工事について
プレストレストコンク
リート工事があるとき
は、「ＰＣ」に○を付
け、各工事ごとに該当
する請負代金の額を書
きます。とび・土工・
コンクリート工事につ
いて法面処理工事があ
るときは、「法面処
理」に○を付け、各工
事ごとに該当する請負
代金の額を書きます。
鋼構造物工事について
鋼橋上部工事があると
きは、「鋼橋上部」に
○を付け、各工事ごと
に該当する請負代金の
額を書きます。

このページに記載した①
完成工事の件数及び請負
代金の額の合計を書きま
す。

工事現場のある都道府県及び市区町村名を

書きます。

（町村の場合は郡の記載も必要です。）

該当するものに丸を付します。
決算書の会計処理にあわせます。
税抜会計の場合は、税抜の金額を記入します。

業種ごとの最終ページに
のみ、その業種の完成工
事の全件数及び請負代金
の額の合計を書きます。

「小計」・「合計」の
うち、元請工事に係る
請負代金の額の合計を
書きます。

共同企業体（ＪＶ）として
行った工事についてはＪＶと
書きます。

契約書等から施工箇所と工事内容がわかるように具体的に
記載します。
建設工事の種類が特定できるように記載します。
注文書や契約書の文言どおりに記載する必要はありません。

例 交通安全施設工事だけではなく、区画線の設置の場合
は（区画線設置工事）と追記して建設工事の種類は「塗装
工事」となります。防護柵の設置の場合は（防護柵設置工
事）と追記して建設工事の種類は「とび・土工・コンク
リート工事」となります。

工事現場が複数の市区町
村の場合は、「主な現場
名ほか」と書きます。

◎「注文者」及び「工事名」は、その内容により個人の氏名が特定され
ないように記載します。
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様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）
工 事 経 歴 書

（建設工事の種類） その他 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 千円

件 千円 千円

注文者

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

工　事　名
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

名古屋土木（株） 下請
下水道整備工事の内、

舗装復旧工事
愛知県

名古屋市

配置技術者 請負代金の額 工　　期

氏　名

主任技術者又は監理技術者の別
（該当箇所にﾚ印を記載）

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

着工年月 完成又は
完成予定年月

千円 千円

3,000
令和 6 年 5 月 令和 6 年 6 月

（株）東三住建 下請
豊橋病院改修工事のうち、

玄関タイル貼替え工事
愛知県
豊橋市 2,500

令和 6 年 9 月 令和 6 年 9 月千円 千円

（有）あまホーム 下請
三郎ラーメン大治店新装工事

の内、電話設備工事
愛知県海部郡

大治町 1,200
令和 7 年 1 月 令和 7 年 1 月千円 千円

Ｅ 元請 Ｅ邸外壁塗装工事
三重県
桑名市 1,000

令和 6 年 3 月 令和 6 年 3 月千円 千円

東海設備（株） 下請
結婚式場改装工事の内、

ガラス工事
愛知県

名古屋市 800
令和 6 年 2 月 令和 6 年 2 月千円 千円

大垣建設（株） 下請
Ｆ邸増築工事の内、

内装仕上工事
岐阜県
大垣市 790

令和 6 年 10 月 令和 6 年 11 月千円 千円

令和 年 月 令和 年 月千円 千円

令和 年 月 令和 年 月千円 千円

令和 年 月 令和 年 月千円 千円

令和 年 月 令和 年 月千円 千円

令和 年 月 令和 年 月千円 千円

令和 年 月 令和 年 月千円 千円

令和 年 月 令和 年 月千円 千円

小計 6 9,290

うち　元請工事

1,000

千円 千円

合計 18 15,000

うち　元請工事

2,500

千円 千円

①
完
成
工
事

「その他」と書きます。

元請とは施主から直接受注し
たもの。
下請とは他の建設業者が請け
負った工事の一部を請け負っ
たものをいいます。

１． 許可を受けていない業種の建設工事を請け負った場合、「その他工事」として工事経歴書を作成します。
２． 工事は、申請する日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完成工事」という。）を書きます。
３． 年間完成工事高（保守点検や維持管理業務（例、樹木の剪定）など、役務の提供にあたる業務は工事には該当しない）の60％を超えるまで、又は、10件までのどちらか少ない件数を

請負金額の大きい順に書きます。
４． 工事実績がない場合は、「その他工事」の工事経歴書は作成しません。

請け負った一つの契約ごとに、
請負契約の相手方の商号又は
名称を書きます。

契約書等から施工箇所と工事内容がわかるように具体的に記載します。
建設工事の種類が特定できるように記載します。
注文書や契約書の文言どおりに記載する必要はありません。

例 交通安全施設工事だけではなく、区画線の設置の場合は（区画線設置工
事）と追記して建設工事の種類は「塗装工事」となります。防護柵の設置の
場合は（防護柵設置工事）と追記して建設工事の種類は「とび・土工・コン
クリート工事」となります。

「その他工事」の場合は
「配置技術者」の欄には記
載不要です。

着工年月は契約書の着
工日ではなく、実際に
工事に着手したときを
書きます。完成年月は
引渡したときを書きま
す。

請負代金の額を千円単
位で書きます。なお、
変更契約がある場合は、
変更後の金額を書きま
す。

このページに記載した
①完成工事の件数及び
請負代金の額の合計を
書きます。

工事現場のある都道府

県及び市区町村名を書

きます。

（町村の場合は郡の記載

も必要です。）

該当するものに丸を付します。
決算書の会計処理にあわせます。
税抜会計の場合は、税抜の金額を記入します。

その他工事の完成工事
の全件数及び請負代金
の額の合計を書きます。

「小計」・「合計」の
うち、元請工事に係る
請負代金の額の合計を
書きます。

共同企業体（ＪＶ）として
行った工事についてはＪＶと
書きます。

「注文者」及び「工事名」は、その内容により個人の氏名が
特定されないように記載します。

工事経歴書（その他工事）（経営事項審査を申請される方も申請されない方も同じ記載方法となります。）
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様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）

（建設工事の種類） 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 千円

件 千円 千円

平成

平成千円 千円

7 年 1 月

年 6 月

11 月

11 月

6

年 8 月 令和

年 5 月 令和

名古屋市
愛知県

名古屋市

尾張一夫

名古屋三郎

愛知太郎 ﾚ

元請
北区高架橋鋼橋上部工

その１工事

ﾚ
100,000

愛知県 〃
三河高等学校

体育館耐震補強工事（鉄骨工事）
愛知県
岡崎市

工 事 経 歴 書

鋼構造物

注文者

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

工　事　名
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

配置技術者 工　　期

氏　名

主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

着工年月日 完成又は
完成予定年月

請負代金の額

100,000
ﾚ 千円 千円 令和 6

愛知県 〃 JV 総合庁舎耐震補強工事（鉄骨工事）
愛知県

名古屋市 60,000
令和 6千円 千円

一宮二郎 ﾚ

(46,000 )
90,000

令和 5 年 12 月 年千円 千円 令和 6

（株）ナゴヤ商事 〃 屋外広告塔新設工事 東京都中央区
津島一平 ﾚ

16,000
令和 6 年 8 月 年千円 千円 6令和

（株）愛知建設 下請 港物流（株）社屋新築 鉄骨工事
愛知県

名古屋市 半田五郎 ﾚ
40,000

令和 6 年 11 月 令和 6 年 12 月千円 千円

ＯＷＡＲＩ
（有）

元請 屋外広告工事
愛知県
あま市

(12,000 )
25,000

岡崎三男 ﾚ 令和 6 年 12 7 月千円 千円 月 令和 7 年

（株）三河シス
テム

下請
北名古屋（株）工場 架台設置工事

（鉄骨工事） 令和豊田一郎 ﾚ

愛知県
名古屋市 8,000

2 月 令和 6 年6 年 2 月千円 千円

令和 年 月千円 千円 月 令和 年

年 月 令和令和 年 月千円 千円

年 月 平成 年 月

平成 年 月 年 月千円 千円

令和 年 月 月千円 千円 令和 年

年

400,000 100,000

うち　元請工事

千円

うち　元請工事

234,000 100,000

令和 年

千円

小計 7 282,000 100,000

令和

合計 21

千円 千円

月

千円

月千円

300,000 100,000

１．提出する事業年度の期間分の工事について記載します。（保守点検や維持管理業務（例、樹木の剪定）など、役務の提供にあたる業務は工事には該当しません。）

記載する順番や、記載すべき件数等については、次のページを参照してください。

２．工事実績がない場合は、「該当工事なし」と書きます。

３．建設業許可を受けている業種が複数ある場合は、それぞれの業種ごとに工事経歴書を作成してください。
「該当工事なし」の種類が複数ある場合には、その種類を列記し、一枚に集約することができます。

(許可を受けている業種以外の建設工事について実績がある場合は、「その他」として作成してください。)

工事進行基準が適用されている完
成工事については、「請負代金の
額」の欄にその完成工事を括弧書
きで記載します。

着工年月は契約書の
着工日ではなく、実
際に工事に着手した
ときを書きます。完
成年月も同様としま
す。

請負代金（消費税抜
き）の額を千円単位
で書きます。なお、
変更契約がある場合
は、変更後の金額を
書きます。

土木一式工事につい
てプレストレストコ
ンクリート工事があ
るときは、「ＰＣ」
に○を付け、各工事
ごとに該当する請負
代金の額を書きます。
とび・土工・コンク
リート工事について
法面処理工事がある
ときは、「法面処
理」に○を付け、各
工事ごとに該当する
請負代金の額を書き
ます。
鋼構造物工事につい
て鋼橋上部工事があ
るときは、「鋼橋上
部」に○を付け、各
工事ごとに該当する
請負代金の額を書き
ます。

請負代金の額は消費税抜きの金額（免税事業者
は税込の金額）を記載してください。

このページに記載した①
②完成工事の件数及び
請負代金の額の合計を
書きます。

業種ごとの最終ページにの
み、その業種の完成工事の
全件数及び請負代金の額
の合計を書きます。

工事現場のある都道

府県及び市区町村名

を書きます。

（町村の場合は郡の

記載も必要です。）

「小計」・「合計」のうち、
元請工事に係る請負
代金の額の合計を記
載します。

請け負った一つの契
約ごとに、請負契約の
相手方の商号又は名
称を書きます。

元請とは施主から直
接受注したもの、下請
とは他の建設業者が
請け負った工事の一
部を請け負ったものを
いいます。

工事経歴書（経営事項審査申請をされる方の記載例）

それぞれの完成工事に

ついて、着手月におい

て許可を有していた業

種の場合は、配置技術

者（建設業法第26条に

より置かれた主任技術

者または監理技術者）

の氏名を記載します。

途中で技術者の交代

があった場合は、それ

ぞれの氏名を記載しま

す。

また、該当する技術者
の欄に「レ」を付します。

監理技術者補佐を置い
た場合又は特定専門
工事に該当し主任技術
者を配置しなかった場
合はその旨を記載する
こと。

契約書等から施工箇所と工事内容がわかるように具体的に記載します。
建設工事の種類が特定できるように記載します。

◎注文書や契約書の文言どおりに記載する必要はありません。

例 交通安全施設工事だけではなく、区画線の設置の場合は（区画線
設置工事）と追記して建設工事の種類は「塗装工事」となります。防
護柵の設置の場合は（防護柵設置工事）と追記して建設工事の種類は
「とび・土工・コンクリート工事」となります。

◎「注文者」及び「工事名」は、その内容により個人の氏名
が特定されないように記載します。

①
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事

②

①
以
外
の
元
請
及
び
下
請
に
係
る
完
成
工
事
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■経営事項審査を受ける工事経歴書の記載要領

　　①　当該業種の元請工事を金額の大きい順に記載する。

　②　元請工事の合計金額の70％になるまで記載する。

　③　70％に達する前に、軽微な工事（税込5,000千円(税抜4,545千円)未満の工事※）が10件記載されたら、

　　　そこで元請工事の記載を終了する。

　④　残りの工事（①～③で記載しなかった元請＋下請工事。）について、金額の大きい順に記載する。

　⑤　①～③で記載した金額も含めて、当該業種の合計金額の70％になるまで記載する。

　⑥　軽微でない工事が全て記載された上で、①～③で記載した工事も含めて、

　　　軽微な工事が10件記載されたら、そこで記載を終了する。

【前ページの工事経歴書記載例に基づく記載方法例示】

①　元請の完成工事について、請負代金の額の大きい順に、以下のaかｂどちらか先に満たすまで記載します。

　　　a　:　元請工事の全体額の70％以上になるように記載
　　  b　:　「軽微な工事」以外の工事をすべて記載し、「軽微な工事」を10件記載

　・　前ページで例示する鋼構造物工事の場合、元請の完成工事高が300,000千円で、
　　300,000千円 × 70％ ＝ 210,000千円 ですので、以下のどちらかになります。

　　　210,000千円以上になるまで元請完成工事を記載（a）するか、

　　　「軽微な工事」以外の元請工事をすべて記載し、「軽微な工事」に該当する元請工事を10件記載（b）するか

　・　なお、前ページの記載例では、222,000千円分（上の図の①に相当する部分）を記載しています。

②　次に、①に続けて、下請工事と、①で記載しなかった元請工事（上の図の②に相当する部分）について、
請負代金の大きい順に、以下のaかｂどちらか満たすまで記載します。

　　a:完成工事高全体の70％以上になるように記載
　  b:「軽微な工事」以外の工事をすべて記載し、「軽微な工事」を10件記載

　・　前ページの記載例の場合、鋼構造物工事全体の完成工事高が400,000千円なので、
　　400,000千円 × 70％ ＝ 280,000千円

　・　①で222,000千円分記載しているので、
　　280,000千円 － 222,000千円 ＝ 58,000千円

　⇒　つまり、下請工事と、①で記載しなかった元請工事を、金額の大きい順に58,000千円以上になるまで記載するか、
　　　「軽微な工事」以外の下請工事と①で記載しなかった「軽微な工事」以外の元請工事をすべて記載し、
　　　「軽微な工事」を①で記載した「軽微な工事」とあわせて10件になるように記載するかのどちらかになります。
　　　（例えば、①で「軽微な工事」を４件記入していた場合、②では「軽微な工事」を６件記載すれば良いということです。）

① ②

経営事項審査申請を申請される方の
工事経歴書の記載要領

事業年度内の鋼構造物工事の完成工事高全体　400,000千円

　　　　　　　　　　　　鋼構造物工事の元請
　　　　　　　　　　　　300,000千円

鋼構造物工事の下請
100,000千円

　以下のルールにしたがって、　建設業許可を受けている業種それぞれについて、
　様式第二号を作成してください。

　　　　※建築一式工事業については、税込15,000千円(税抜13,636千円)未満の工事等
　　　　　（詳細は建設業許可申請の手引（申請手続編）P１参照）
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事例１

　業種：　管工事（単位：千円　税抜き）

元 ① 100,000 下 ① 60,000 元 ①
元 ② 50,000 下 ② 40,000 元 ②
元 ③ 25,000 下 ③ 30,000 下 ①
元 ④ 10,000 下 ④ 20,000 下 ②
元 ⑤ 7,000 下 ⑤ 15,000 下 ③
元 ⑥ 5,000 下 ⑥ 12,000 元 ③
元 ⑦ 3,000 下 ⑦ 11,000

下 ⑧ 9,000
下 ⑨ 6,500
下 ⑩ 5,500
下 ⑪ 4,000
下 ⑫ 2,500
下 ⑬ 2,000
下 ⑭ 1,500
下 ⑮ 1,000

200,000 220,000

420,000

元請の７０％ 全体の７０％
140,000 294,000

事例２
　業種：　管工事（単位：千円　税抜き）

元 ① 軽１ 2,950 下 ① 8,000 元 ① 軽１
元 ② 軽２ 2,900 下 ② 7,000 元 ② 軽２
元 ③ 軽３ 2,850 下 ③ 4,000 元 ③ 軽３
元 ④ 軽４ 2,800 下 ④ 3,500 元 ④ 軽４
元 ⑤ 軽５ 2,750 下 ⑤ 3,000 元 ⑤ 軽５
元 ⑥ 軽６ 2,700 下 ⑥ 2,000 元 ⑥ 軽６
元 ⑦ 軽７ 2,650 下 ⑦ 1,500 元 ⑦ 軽７
元 ⑧ 軽８ 2,600 下 ⑧ 1,000 元 ⑧ 軽８
元 ⑨ 軽９ 2,550 元 ⑨ 軽９
元 ⑩ 軽10 2,500 元 ⑩ 軽10

元 ⑪ 2,450 下 ①
元 ⑫ 2,400 下 ②
元 ⑬ 2,350
元 ⑭ 2,300
元 ⑮ 2,250

39,000 30,000

69,000

元請の７０％ 全体の７０％
27,300 48,300

経営事項審査を申請される方の工事経歴書の記載について（補足説明）

　元請工事で７０％、全体工事で７０％に達した場合（なお、５ページの工事経歴書記載例とは連動
しておりませんのでご注意ください。以下同じ。）

年間完成工事 工事経歴書に
記載する工事元請工事 下請工事

100,000
50,000
60,000
40,000
30,000
25,000

小　計 小　計
小計 6

合　計 件

305,000 0
うち元請工事

175,000 0
千円 千円 千円 千円

200,000 0

　元請工事で軽微な工事が１０件に達した場合

年間完成工事 工事経歴書に
記載する工事元請工事 下請工事

合計 22 420,000 0
うち元請工事

件 千円 千円 千円 千円

2,950
2,900
2,850
2,800
2,750
2,700
2,650
2,600
2,550
2,500
8,000
7,000

小　計 小　計
小計 12 42,250 0

合　計 件 千円

うち元請工事
27,250 0

千円 千円

千円 千円

合計 23 69,000 0
うち元請工事
39,000 0

件 千円 千円

上記事例１における工
事経歴書合計欄抜粋

上記事例２における工
事経歴書合計欄抜粋

元請工事の残りの部分と下請工事につ
いて、全体の７０％（この場合294,000千
円）以上になるまで記載します（前ペー
ジ②ａに該当）。

元請工事の７０％（この場合140,000千

円）以上になるまで記載します（前ペー

ジ①ａに該当）。

元請工事の７０％（この場合27,300千
円）以上になるまで記載します。

ただし、この場合、元請工事は全て軽

微な工事であるため、10件まで記載す

ることとなります（前ページ①ｂに該

当）。

元請工事の残りの部分と下請工事に
ついて、全体の７０％（この場合
48,300千円）以上になるまで記載しま
す。ただし、この場合、既に軽微な工
事を10件記載しているので、下請の
軽微でない工事のみ記載します（それ
以上軽微な工事を記載する必要はあ
りません）（前ページ②ｂに該当）。

「軽１」等は、軽微な工事を
工事経歴書に記載する場
合の順番を表しています。

7



事例３
　業種：　管工事（単位：千円　税抜き）

元 ① 20,000 下 ① 5,500 元 ①
元 ② 12,000 下 ② 軽５ 4,000 元 ②
元 ③ 7,000 下 ③ 軽７ 3,500 元 ③
元 ④ 6,000 下 ④ 3,000 元 ④
元 ⑤ 軽１ 4,200 下 ⑤ 2,500 元 ⑤ 軽１
元 ⑥ 軽２ 3,900 下 ⑥ 2,400 元 ⑥ 軽２
元 ⑦ 軽３ 3,800 下 ⑦ 2,300 元 ⑦ 軽３
元 ⑧ 軽４ 3,700 下 ⑧ 2,200 元 ⑧ 軽４
元 ⑨ 軽６ 3,600 下 ⑨ 2,100 下 ①
元 ⑩ 軽８ 3,400 下 ➉ 2,000 下 ② 軽５
元 ⑪ 軽９ 3,300 下 ⑪ 1,950 元 ⑨ 軽６
元 ⑫ 軽10 3,200 下 ⑫ 1,900 下 ③ 軽７
元 ⑬ 3,100 下 ⑬ 1,850 元 ⑩ 軽８
元 ⑭ 2,900 下 ⑭ 1,800 元 ⑪ 軽９
元 ⑮ 2,800 下 ⑮ 1,750 元 ⑫ 軽10

下 ⑯ 1,700
下 ⑰ 1,650
下 ⑱ 1,600
下 ⑲ 1,550
下 ⑳ 1,500

82,900 46,750

129,650

元請の７０％ 全体の７０％
58,030 90,755

　全体で軽微な工事が１０件に達した場合

年間完成工事 工事経歴書に
記載する工事元請工事 下請工事

20,000
12,000
7,000
6,000
4,200
3,900
3,800
3,700
5,500
4,000
3,600
3,500
3,400
3,300
3,200

小　計 小　計

合　計

小計 15
件

87,100 0
うち元請工事
74,100 0

千円 千円 千円

合計 35 129,650 0
うち元請工事
82,900 0

件 千円 千円 千円 千円

上記事例３における工事

経歴書合計欄抜粋（※）

元請工事の７０％（この場合58,030千

円）以上になるまで記載します（前ペー

ジ①ａに該当）。

元請工事の残りの部分と下請工事に
ついて、全体の７０％（この場合
90,755千円）以上になるまで記載しま
す。
ただし、この場合、既に軽微な工事を
4件記載しているので、下請の軽微で
ない工事を記載した上で、軽微な工
事を残り6件（＝10件－4件）まで記載
します（前ページ②ｂに該当）。

※愛知県都市総務課Ｗｅｂページよりダウンロードできる工
事経歴書は１枚につき１３件までしか記載できませんので、
本来は上記事例３の場合は工事経歴書は２枚に分けて作
成することになりますが、説明を分かりやすくするため１枚
に記載されたものとして「合計欄抜粋」部分も作成してありま
すので注意してください。

8



（ 税込 ・ 税抜 ／単位：千円）

土木
一式

工事 とび・土工・
コンクリート 工事 舗装・

塗装
工事 工事

第 期 公　共 59,000

令和 6 年 2 月 1 日から 民　間 95,000

958,130
令和 7 年 1 月 31 日まで

1,112,130

第 期 公　共

平成 年 月 日から 民　間

平成 年 月 日まで

第 期 公　共

平成 年 月 日から 民　間

平成 年 月 日まで

第 期 公　共

平成 年 月 日から 民　間

平成 年 月 日まで

第 期 公　共

平成 年 月 日から 民　間

平成 年 月 日まで

第 期 公　共

平成 年 月 日から 民　間

平成 年 月 日まで

記載要領

１　この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

２　「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

３　「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事

　の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

４　記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

　　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ

　とができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。

５　「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を

　除く。）及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

６　「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場

　合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

様式第三号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

下　　請

計

下　　請

元
　
請

元
　
請

元
　
請

下　　請

計

計

元
　
請

元
　
請

下　　請

合　　計
注文者

の区分

計

945,630下　　請

116,500 980,630

59,000

57,500 35,000

0

事　　業　　年　　度

22 元
　
請

直前３年の各事業年度における工事施工金額

2,500

許可に係る建設工事の施工金額 その他の建
設工事の施
工　金　額

７　当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

計

下　　請

計

12,500

15,000

工事施工金額（事業年度終了届出時）

許可を受けて
いる建設工事
の種類を書き
ます。

届出書提出時点
で有効な全ての
業種について記
載が必要です。

元請負とは施
主から直接受
注したものを
いいます。
その中で施主
が官公庁、公
共法人等の場
合は公共に
（下記記載要
領「５」参
照）、それ以
外のものは民
間として書き
ます。

下請とは、他
の建設業者が
請け負った工
事の一部を請
け負ったもの
をいいます。
これはすべて
下請として書
きます。

千円単位をもっ
て表示します。

許可を受けてい
ない建設工事の
施工高を計上し
ます。(製造・
販売・雇傭・委
任等の兼業売上
は除く。）
この欄に施工高
が計上された時
は、工事経歴書
（様式第二号及
び二号の二）を
「その他」とし
て作成します。

工事の施工金額
の合計を千円単
位で計上します。
なお、この額は
添付してある、
損益計算書の完
成工事高と一致
します。
個人の場合も同
様です。

該当するものに丸を付します。
決算書の会計処理にあわせます。

届出する事業年度の期間のみ書きます。

３年分書く必要はありません。
個人事業の期間は、1月1日から12月31日までです
（期は記入しません。）。

業種ごとの合計額は、様式第２号に記載した各業種の合計額と
一致していなければなりません。

また、実績なしの場合、計の欄には「０」と記入してください。
（その他の建設工事は除く。）
なお、実績なしの場合、業種をまとめて記載しても構いません。
（文字が見える範囲で記載してください。）
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様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

（用紙Ａ４）

（会社名）

単位・千円

73,002 (1)

△ 917

△ 12,661

△ 931

15,187

△

△ 1,065

(2)

(3)　　　　　［無形固定資産合計］

4 リ ー ス 資 産

5 そ の 他

2 借 地 権

3 の れ ん

30,763

［２］無形固定資産

1 特 許 権

7 そ の 他 3,445

　　　　減価償却累計額 2,380
　　　　　［有形固定資産合計］

　　　　減価償却累計額

6 建 設 仮 勘 定

4 土 地

5 リ ー ス 資 産

3 工具器具・備品 1,996

　　　　減価償却累計額 1,065

2 機械・運搬具 33,463

　　　　減価償却累計額 20,801

［１］有形固定資産

1 建物・構築物 2,103

　　　　減価償却累計額 1,186

貸 倒 引 当 金 △

　　　　　流動資産合計

  Ⅱ　固　定　資　産

8 前 払 費 用 1,000
9 そ の 他 780

6 材 料 貯 蔵 品 1,574
7 短 期 貸 付 金 6,279

4 有 価 証 券 売掛金 7,544
5 未成工事支出金 795

2 受 取 手 形 2,800
3 完成工事未収入金 13,883

資 産 の 部

  Ⅰ　流　動　資　産

1 現 金 預 金 38,345

貸 　借　 対 　照 　表

愛知建設株式会社令和 7 年 1 月 31 日現在

１

法

完成工事高に計上し
た請負代金の未収額
を計上します。（兼業
事業売上高に係る売
掛金は含みません。）決算日を記入します。

円単位の金額を合計し、
千円単位をもって表示し
ます。
千円単位で表示したも
のを合計しても一致しな
い場合があります。

１ 建設業以外の事業を
併せて営む場合におい
ては、当該事業の営業
取引に係る資産につい
てその内容を示す適当
な科目をもって記載しま
す。

ただし、当該資産の
金額が資産の総額の
100分の5以下のものに
ついては、同一の性格
の科目に含めて記載す
ることができます。

２ 流動資産の「有価証
券」又は「その他」に属す
る親会社株式の金額が
資産の総額の100分の5
を超えるときは、「親会
社株式」の科目をもって
記載します。投資その他
の資産の「関係会社株
式・関係会社出資金」に
属する親会社株式につ
いても同様に、投資その
他の資産に「親会社株
式」の科目をもって記載
します。

３ 流動資産、有形固定
資産、無形固定資産又
は投資その他の資産の
「その他」に属する資産
でその金額が資産の総
額の100分の5を超える
ものについては、当該資
産を明示する科目をもっ
て記載します。

４ 「材料貯蔵品」、 「短
期貸付金」、 「前払費
用」、 「特許権」、 「借地
権」及び「のれん」は、そ
の金額が資産の総額の
100分の5以下であるとき
は、それぞれ流動資産
の「その他」、無形固定
資産の「その他」に含め
て記載することができま
す。

上記１及び３は、負債
の部の記載でも同様で
す。

上記４は、「未払金」、
「未払費用」、 「預り金」、
「前受収益」及び「負の
のれん」の記載でも同様
です。

取得価格を書きます。

残存価格を書きます。

金額は、償却額を控除
した残額を計上します。

端数の処理を統一して（原
則切捨）、千円単位で表示
します。

会社法第２条第６号に規
定する大会社の場合は、
百万円単位をもって表示
することができます。この
場合、「（単位・千円）」を
「（単位・百万円）」と修正し
てください。
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［３］投資その他の資産

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

(6)

(7)=(1)+(5)+(6)

(8)

(9)

(10)=(8)+(9)

固定負債合計 7,008
負 債 合 計 56,095

6 負 の の れ ん

7 そ の 他 623

4 繰 延 税 金 負 債

5 引当金

2 長 期 借 入 金 6,384
3 リ ー ス 債 務

流動負債合計 49,087
  Ⅱ　固　定　負　債

1 社 債

11
引 当
金

12 そ の 他 2,099

9 預 り 金

10 前 受 収 益

7 未払法人税等 3,680
8 未成工事受入金 2,850

5 未 払 金 5,400
6 未 払 費 用 4,611

3 短 期 借 入 金 6,941
4 リ ー ス 債 務

1 支 払 手 形 108
2 工 事 未 払 金 23,396

資 産 合 計 104,244

負　債　の　部

  Ⅰ　流　動　負　債

5 開 発 費

繰延資産合計

3 株 式 交 付 費

4 社 債 発 行 費

  Ⅲ　繰　延　資　産

1 創 立 費

2 開 業 費

［投資その他の資産合計］ 478

固定資産合計 31,241

7 そ の 他 137
貸倒引当金 △

6 繰 延 税 金 資 産

3 長 期 貸 付 金 341
4 破 産 債 権 更 生 債 権 等

1 投資有価証券

2 関係会社株式・関係会社出資金

5 長期前払費用

２

法

金額は、償却額を
控除した残額を計
上します。

兼業事業売上原
価に係るものは
別途「買掛金」に
計上します。

決算期後１年以
内に返済すること
となる額を計上し
ます。
１年以内に完済
するか否かを問
いません（当座借
入はここへ計上し

賞与引当金、製品
保証引当金等はこ
こへ計上します。

決算期後１年を超
えた後に返済する
額を計上します。
分割返済の定めが
あるものについて
は、決算期後１年以
内の分割返済予定
額を算定し、これを
流動負債（短期借
入金）に振替えなけ
ればなりませんの
で注意してください。

退職給付引当金等の引当金を記載、その設定目的を示
す名称を付した科目をもって記載します。

工事に係る未払金のみ計上。

税抜き方式を採用する場合も
取引に係る消費税額及び地方
消費税額を含めます。

当期に課税された法人税、住
民税及び事業税のうち未払額
を計上します。
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［１］資本金 ①

［２］新株式申込証拠金 ●

②

その他資本剰余金 ③

④=②+③

［１］ ⑤

［２］

▲
☆
⑥

⑦=⑤+▲+☆+⑥

⑧

□

⑨=①+●+④

+⑦+⑧+□

⑩

［２］繰延ヘッジ損益 ⑪

⑫

⑬=⑩+⑪+⑫

⑭

⑮=⑨+⑬+⑭

(11)=(10)+⑮

純 資 産 合 計 48,148

負債純資産合計 104,244

評価・換算差額等合計

Ⅲ 新 株 予 約 権

［３］土地再評価差額金

48,148
Ⅱ 評価・換算差額等

［１］その他有価証券評価差額金

［６］自己株式申込証拠金

株主資本合計

利益剰余金合計 28,148
［５］自己株式 △

任意 積立金 22,705
繰越利益剰余金 3,106

資本剰余金合計

［４］利益剰余金

1 利 益 準 備 金 2,337
2 その他利益剰余金

準備金

1 資 本 準 備 金

2

［３］資本剰余金

純　資　産　の　部

Ⅰ 株主資本

20,000

一般建設業の財産要件は、
⑮ ≧ ５００万円 であれば要件を満たします。

特定建設業の財産要件は、
Ａ． (1) 流動資産÷(8) 流動負債 ≧ ７５％
Ｂ． ① 資本金 ≧2000万円
Ｃ． ⑥が「欠損の額」の基準となり、

⑥が負の値の場合、
－（⑦＋④）÷①×１００ ≦ ２０

Ｄ． ⑮ ≧ 4000万円
Ａ～Ｄ全ての事項に該当していなければなりません。

※確認資料の持参が必要となる場合があります。「申請手続編」の「２ 許可申
請書、添付書類及び確認資料」（２）確認資料をご確認ください。

３

法

株主総会又は取締役会の決議によ
り設定されたものを、その名称を付
して計上します。

損失又は欠損の場合は、
△表示で計上します。

◎上記「純資産の部」の①～⑮と、様式第１７号の「株主資本等変動計算書」の①～⑮と
が一致します。

※法人設立直後で決算を迎えてい
ない場合は、手引（申請手続編）７
ページ参照
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(12)

(13)

(14)=(12)+(13)

(15)

(16)

(17)=(15)+(16)

(18)

(19)

(20)=(18)+(19)

=(14)-(17)

(21)

(22)=(20)-(21)

27,784

8,871

1 役 員 報 酬

Ⅲ 販売費及び一般管理費

営 業 利 益 （ 営 業 損 失 ）

3 退 職 金 163

4 法 定 福 利 費 1,133

5 福 利 厚 生 費

2 従業員給料手当

様式第十六号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

損 益 計 算 書

Ⅰ

完 成 工 事 高 1,112,130

6,742

36,656

（用紙Ａ４）

自 令和 6 年 2

2

月 1 日

（株）愛知工務店至 令和 7 年 1 月 31 日 （会社名）

単位・千円

売 上 高

8,620

1

1,120,7502 兼 業 事 業 売 上 高

Ⅱ 売 上 原 価

1 完 成 工 事 原 価 1,077,352

1,084,094

売上総利益（売上総損失）

1 完 成 工 事 総 利 益（完成工事総損失） 34,778

兼業事業売上原価

2,382

2 兼 業 事 業 総 利 益（兼業事業総損失）

11,300

1,877

591

6 修 繕 維 持 費

7 事 務 用 品 費 1,166

8 通 信 交 通 費 948

9 動 力 用 水 光 熱 費 236

10 調 査 研 究 費 1,790

14 交 際 費 1,368

15 寄 付 金

11 広 告 宣 伝 費 62

12 貸倒引当金繰入額 308

13 貸 倒 損 失

16 地 代 家 賃 1,533

802

18 開 発 費 償 却

17 減 価 償 却 費 1,187

21 雑 費 1,898

19 租 税 公 課 912

20 保 険 料

４

法様式第三号の
直前決算の工
事施工金額の
合計欄の金額
と一致します。

建設業以外の
売上高を計上
します。
保守点検や維
持管理業務
（例、樹木の剪
定）など、役務
の提供にあた
る業務の売上
高はここへ計
上します。

工事現場に関
与しない職員等
に支払う給与等
を計上します。
賞与引当金繰
入額はここに計
上します。

役員賞与引当
金繰入額はこ
こに計上します。

退職年金掛金
はここに計上し
ます。

損失の場合は△表示で
計上します。

社内打合せ等の費用、諸団体会費並びに他の販売費及び一
般管理費の科目に属さない費用を計上します。
なお、「雑費」に属する費用で、「販売費及び一般管理費」の総
額の10％を超えるものについては、それぞれ当該費用を明示
する科目を用いて掲記します。使用していない勘定科目を二重
線で消し、その右に該当科目を記載してください。

端数の処理を統一して
（原則切捨）、千円単位で
表示します。

会社法第２条第６号に規
定する大会社の場合は、
百万円単位をもって表示
することができます。この
場合、「（単位・千円）」を
「（単位・百万円）」と修正
してください。
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(23)

(24)

(25)=(22)+(23)-(24)

(26)

(27)

(28)=(25)+(26)-(27)

(29)

(30)=(28)-(29)

）

）

(31)=(15)

（ う ち 人 件 費 15,346

完成工事原価 1,077,352

Ⅲ 外 注 費 227,883

Ⅳ 経 費 236,013

Ⅱ 労 務 費 144,319

（うち労務外注費

6,673

完成工事原価報告書

単位・千円

Ⅰ 材 料 費 469,137

3,680

当期純利益 （当期純損失）

法人税、住民税及び事業税 3,680

法人税等調整額

692

税引前当期純利益 （税引前当期純損失） 10,354

1 前期損益修正損

2 そ の 他 692

2 そ の 他 1,523

Ⅶ 特 別 損 失

9,523

Ⅵ 特 別 利 益

1 前期損益修正益 1,523

4 そ の 他 1,669

経常利益 （経常損失）

2 貸倒引当金繰入額

3 貸 倒 損 失

2,320

Ⅴ 営 業 外 費 用

1 支 払 利 息 1,669

Ⅳ 営 業 外 収 益

1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,600

2 そ の 他 720

①「材料費」とは、工事のために直接購入した材料費等をいいます。

②「労務費」とは、工事に従事した直接雇用の作業員（監督員の指示のもと直接工事に従事している正社
員及び臨時社員等）の給料等をいいます。

また、「外注費」のうち土工事や仮設工事等で契約内容の大部分が「労務費」であるものは労務外注費
として内書表示することができます。

③「外注費」とは、下請工事契約額をいいます。（労務費に含めたものは除く）

④「経費」とは、完成工事について発生した材料費、労務費及び外注費以外の費用をいいます。
なお、「経費」のうち「人件費」とは、工事監督員及び現場事務所の事務職員等の給料等、退職金（繰

入額も含む。）、法定福利費及び福利厚生費等をいいます。

参考：「販売費及び一般管理費」のうち「従業員給料手当」等の人件費科目には、本支店等の管理部門、
営業部門及び兼業部門等にて発生した人件費を計上します。

５

法

株主資本等変動計算書（３７ページ）の 、「当期純利益」
と「繰越利益剰余金」とが交差するマスと一致します。

負債性引当金
の取崩額はこ
こに計上します。
－例－

貸倒引当金、
賞与引当金、
完成工事補償
引当金、退職
給付引当金

固定資産売却
益はここに計
上します。

固定資産売却損
はここに計上し
ます。

当期に課税さ
れた法人税、
住民税及び事
業税を計上しま
す。

損失の場合は△表示で
計上します。
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△

△ △ △ △

△

△ △ △ △

△

① ● ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

4,333 2,327

当

期

変

動

額

48,148

6

28,148 48,148当期末残高 20,000 0 2,337 22,705 3,106

項目の当期変動

額（純額）

当期変動額合計 2,3272,327900 1,106

株主資本以外の

00 0
任意積立金の積立

1,106 1,106

自己株式の処分

6,673 6,673

9,000

当期純利益

9,000 9,000

6,6736,673

剰余金の配当 900 9,900

新株の発行

50,4751,437 21,599 7,439 30,475 50,475

自己株式
株主資本
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

積立金

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予
約 権

純資産合
計

資本金
新株式
申込証
拠金

当期首残高 20,000 0

土地再
評価差
額 金

評価・
換算差
額等合

計

資本準
備 金

その他
資本剰
余 金

資本剰
余金合

計

利益準
備 金

その他利益剰余金

利益剰余
金 合 計

任意 繰越利益
剰 余 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

様式第十七号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

（用紙Ａ４）

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6 年 2 月 1 日

至 令和 7 年 1 月 31 日

愛知建設株式会社（会社名）

単位・千円

法

積立金の積立
て等について
は、こちらに当
該科目を記載
し、該当変動
額を計上してく
ださい。

「当期首残高」＋「当期変動額合計」

当期に変動し
た額の合計
（「新株の発
行」～「株主資
本以外の項目
の当期変動額
（純額）」の合
計）額が入りま
す。

（損益計算書（３６ページ）の

「当期純利益」（３０）と一致）

上記①～⑮と、様式第１５号「純資産の部」の①～⑮が一致し
ます。

端数の処理を統一して、千
円単位で表示します。

会社法第２条第６号に規定
する大会社の場合は、百万
円単位をもって表示すること
ができます。この場合、「（単
位・千円）」を「（単位・百万
円）」と修正してください。

◎前期の当期末残高の数値が入ります。

損失の場合は△表示で
計上します。
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記載を要する

項目について

は、40ページ

参照。

すべての法人が

記載を要します。

該当のない項目

については、

「該当なし」と

記入してくださ

・ ・ い。

３　 会計方針の変更 該当なし

４　 表示方法の変更 該当なし

４－２　 会計上の見積り

５　 会計上の見積りの変更

６　 誤謬の訂正 該当なし 同上

(５)　親会社株式の各表示区分別の金額

(６)　工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

(４)　取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金

(１)　担保に供している資産及び担保付債務

８　損益計算書関係

(１)　売上高のうち関係会社に対する部分

　　銭債務

裏書手形譲渡高 0 千円

受取手形割引高 0 千円

(３)　関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

(２)　保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

①担保に供している資産の内容及びその金額

７　貸借対照表関係

②担保に係る債務の金額

該当なし

(５)　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式 税込方式 免税事業者につき税込

(１)　資産の評価基準及び評価方法最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

(２)　固定資産の減価償却の方法 建物は定額法、建物以外は定率法

(３)　引当金の計上基準 売上債権、貸付金などの貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

(４)　収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の認識基準は、当期末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる工事契約については工事進行基準。その他の工事契約については工事完成基準。

費用については発生主義

(６)　その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項

２　重要な会計方針

月 31 日

愛知建設株式会社（会社名）

注

１　継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

月 1 日

至 令和 7 年 1

自 令和 6 年 2

様式第十七号の二（第四条、第十条、第十九条の四関係）

（用紙Ａ４）

注 記 表

７

法

（４）については、会計処理上の計上基準を
必ず記載してください。

経営事項審査を受審される方は、記載が必要です。
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すべての

株式会社が

（特例有限会社を含む）

記載を要します。

１０　税効果会計

１１　リースにより使用する固定資産

１２　金融商品関係

１３　賃貸等不動産関係

１６　重要な後発事象

１７　連結配当規制適用の有無

１７－２　収益認識関係

１７－３　国際最低課税額に対する法人税等 該当なし

１８　その他 該当なし すべての法人が

記載を要します。

(２)　売上原価のうち関係会社からの仕入高

(３)　売上原価のうち工事損失引当金繰入額

(４)　関係会社との営業取引以外の取引高

(５)　研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。） 該当なし 千円

９　株主資本等変動計算書関係

(１)　事業年度末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 1000株

(２)　事業年度末日における自己株式の種類及び数該当なし

(３)　剰余金の配当 令和６年３月２５日の定時株主総会による決議、配当金の総額　9,000千円、一株当たりの配当額

9千円、基準日　令和６年１月３１日、効力発生日　同年５月３１日

令和７年３月２５日の定時株主総会による決議、配当金の総額　9,000千円、一株当たりの配当額　9千円、基準日

令和７年１月３１日、効力発生日　同年５月３１日

(４)　事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　該当なし

(１)　金融商品の状況

(２)　金融商品の時価等

(１)　賃貸等不動産の状況

(２)　賃貸等不動産の時価

１４　関連当事者との取引

取引の内容

種類
会社等の名
称又は氏名

議決権の所有
（被所有）割

合
関係内容 科目

期末残高
（千　円）

ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

(１)　取引の内容

種類
会社等の名
称又は氏名

議決権の所有
（被所有）割

合
関係内容 取引の内容 取引金額 科目

期末残高
（千　円）

(２)　取引条件及び取引条件の決定方針

(３)　取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

１５　一株当たり情報

(１)　一株当たりの純資産額

(２)　一株当たりの当期純利益又は当期純損失

８

事業年度中に行った剰余金の配当（事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、
剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第１項に規定する基準日
が事業年度中のものを含む。）について、配当を実施した回ごとに、決議機関、配
当総額、一株当たりの配当額、基準日及び効力発生日について記載します。

経営事項審査を受審される方は記載が必要です。会計監査
人を設置している会社以外の場合は、「該当なし」と記載して
ください。
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公開会社
株式譲渡
制限会社

１　継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
　ような事象又は状況

○ × × ×

２　重要な会計方針 ○ ○ ○ ○

３　会計方針の変更 ○ ○ ○ ○

４　表示方法の変更 ○ ○ ○ ○

４－２　会計上の見積り ○ × × ×

５　会計上の見積りの変更 ○ × × ×

６　誤謬（びゅう）の訂正 ○ ○ ○ ○

７　貸借対照表関係 ○ ○ × ×

８　損益計算書関係 ○ ○ × ×

９　株主資本等変動計算書関係 ○ ○ ○ ×

10　税効果会計 ○ ○ × ×

11　リースにより使用する固定資産 ○ ○ × ×

12　金融商品関係 ○ ○ × ×

13　賃貸等不動産関係 ○ ○ × ×

14　関連当事者との取引 ○ ○ × ×

15　一株当たり情報 ○ ○ × ×

16　重要な後発事象 ○ ○ × ×

17　連結配当規制適用の有無 ○ × × ×

17－２　収益認識関係 ○ × × ×

17－３　国際最低課税額に対する法人税等 ○ ○ ○ ○

18　その他 ○ ○ ○ ○

【凡例】○・・・記載要、×・・・記載不要

◇　上記記載事項で該当事項がない場合においては、「該当なし」と記載してください。

（記載要領４より）

注記表について（建設業法施行規則　別記様式第十七号の二　記載要領抜粋）

◇　記載を要する注記は、以下のとおりとなります。（記載要領１より）

株　式　会　社

持分会社
会計監査人
設置会社

会計監査人なし
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様式第十八号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

単位・千円

100

24,856 (1)

16,624 (2)

41,480 (3)=(1)+(2)

12,278 (4)流動負債合計

7 引当金

8 そ の 他

5 未成工事受 入金 612
6 預 り 金 30

3 短 期 借 入 金 6,000
4 未 払 金

1 支 払 手 形 898
2 工 事 未 払 金 4,736

固定資産合計

資 産 合 計

負 債 の 部

  Ⅰ　流　動　負　債

6 破産更生債権等

7 そ の 他

4 土 地 8,836

5 建 設 仮 勘 定

2 機械・運搬具 1,699

3 工具器具・備品 2,833

貸倒引当金(※債権償却特別勘定を含む) △

　　　　　流動資産合計

  Ⅱ　固　定　資　産

1 建物・構築物 3,253

6 材 料 貯 蔵 品 4,590
7 そ の 他 100

4 有 価 証 券

5 未成工事支 出金

330
3 完成工事未収入金 2,900

（商号又は名称） 愛知建設

資 産 の 部

  Ⅰ　流　動　資　産

1 現 金 預 金 17,034

貸 　借　 対 　照 　表

令和 6 年 12 月 31 日現在

2 受 取 手 形

個

１

個人の決算日は毎
年12月31日です。
個人で決算未到来
の場合は、記入し
ません。

現存価格（減価償
却後の額）を計上
します。

完成工事高に計上
した請負代金の未
収額を計上します。
（売掛金は含みま
せん。）

買掛金は含みま
せん。

決算期後1年以内
に返済することと
なる額を計上しま
す。
1年以内に完済す
るか否かを問いま
せん。

賞与引当金、製品
保証引当金等は
ここへ計上します。

千円単位をもって表
示します。

円単位の金額を合
計し、千円単位を
もって表示します。
千円単位で表示し
たものを合計しても
一致しない場合が
あります。

千円単位で表示し
たものを合計したも
のではありません
ので注意してくださ
い。

流動資産の「その
他」又は固定資産
の「その他」に属す
る資産で、その金
額が資産の総額の
100分の５を超える
ものについては、
当該資産を明示す
る科目をもって記
載します。
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(6)

    =(3)

注　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式・税込方式・免税事業者につき税込

(7)=(23)

純資産合計 15,085 (8)

負債純資産合計 41,480 (9)=(6)+(8)

Ⅳ 事 業 主 利 益 1,064

純 資 産 の 部

Ⅰ 期 首 資 本 金 16,326
Ⅱ 事業主借勘定（※価格変動基準金を含む） 430
Ⅲ 事業主貸勘定 △ 2,735

固定負債合計 14,116
負 債 合 計 26,394

2 そ の 他 456

   Ⅱ　固　定　負　債

1 長 期 借 入 金 13,660

個

２

決算期後1年を越えた後に返済する額を計上し
ます。
分割返済の定めがあるものについては、決算後
1年以内の分割返済予定額を算定し、これを流
動負債（短期借入金）に振り替えなければなりま
せんので注意してください。

退職給付引当金はこ
こへ計上します。

前期の純資産合計
（もしくは資本合
計）を計上します。

資産の譲渡益等を
計上します。

資産の譲渡損及び
生活費等を計上し
ます。

損失又は欠損の場
合は△表示で計上
します。

消費税に相当す
る額の会計処理
の方法について
該当のものに○を
つけます。
ただし、消費税免
税事業者の場合
は「免税事業者に
つき税込」に○を
つけてください。

一般建設業の財産要件は、
（期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した

額（＝(8)）に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額）≧ ５０
０万円 であれば要件を満たします。

特定建設業の財産要件は法人と同様ですが、窓口までお問い合わせください。

※確認資料の持参が必要となる場合があります。「申請手続編」の「２ 許可申請書、添付書類
及び確認資料」（２）確認資料をご確認ください。

※個人事業主で、特定建設業を新規申請する場合に限り、基準日が４週間以内の預金残高証明
書もしくは発行日が４週間以内の融資証明書が必要となります。
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(13)

(14)

売上総利益（売上総損失）

(16)

(17)

     =(7)

注　工事進行基準による完成工事高：

(22)

事業主利益 （事業主損失） 1,064 (23)=(20)+(21)-(22)

2 そ の 他 1,200 1,430

Ⅴ 営 業 外 費 用

1 支 払 利 息 230

2 そ の 他 485 485 (21)

Ⅳ 営 業 外 収 益

1 受取利息及び配当金

(19)

営業利益 （ 営 業 損 失 ） 2,010 (20)=(18)-(19)

16 雑 費 813 6,861

14 租 税 公 課 146
15 保 険 料 608

12 地 代 家 賃 38
13 減 価 償 却 費 1,227

10 交 際 費 106
11 寄 付 金 20

8 動力用水光 熱 費 139
9 広 告 宣 伝 費 90

6 事 務 用 品 費 176
7 通 信 交 通 費 43

4 福 利 厚 生 費 147
5 修 繕 維 持 費 480

2 退 職 金 865
3 法 定 福 利 費

(18)=(16)+(17)

Ⅲ 販売費及び一般管理費

1 従業員給料 手 当 1,960

2 兼業事業総 利 益（兼業事業総損失） 3,496 8,871

1 完成工事総 利 益（完成工事総損失） 5,375

36,458
2 兼業事業売上原価 18,470 54,929 (15)=(13)+(14)

外 注 費 1,200
経 費 （※従業員給与を含む） 131

（うち労務外注費 ）

材 料 費 32,756
労 務 費 （※直接雇用の労務費） 2,371

(12)=(10)+(11)

Ⅱ 売 上 原 価

1 完 成 工 事 原 価

2 兼業事業売 上 高 21,966 (11) 63,800

1 完 成 工 事 高 41,834 (10)

単位・千円

Ⅰ 売 上 高

至 令和 6 年 12 月 31 日 （商号又は名称）

自 令和 6 年 1 月 1 日

愛知建設

様式第十九号(第四条、第十条、第十九条の四関係)

損 益 計 算 書

３

個

様式第三号の直
前決算の工事施
工金額の合計欄
の金額と一致しま
す。

建設業以外の売
上高を計上します。

工事に従事した
直接雇用の作業
員に対する賃金、
給料手当等を計
上します。

工事に要した従業
員（工事現場にお
ける管理業務に
従事した技術、事
務職員等）の給料
手当等を計上しま
す。
完成工事補償引
当金繰入額はここ
に計上します。

退職給付引当金繰
入額はここに計上
します。

貸倒引当金、債権
償却特別勘定の
繰入はここに計上
します。

各種の引当金、
準備金の取崩し
はここに計上しま
す。

完成工事高の総
額の10分の１を
超える場合に書く
こと。

損失の場合は△
表示で計上しま
す。
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